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2015年に世界文化遺産に登録された「明治日本の産業革命遺産

製鉄・製鋼、造船、石炭産業」の登録10周年を記念した各種事業を

実施し、誘客・機運醸成及び更なる世界遺産価値の理解促進を図る。

１ 事業概要

予 算 説 明 書
事 業 名 予算額

ページ 款 項 目 番号

138～141
２

総務費
１

総務管理費

22
世界遺産
推進費

1-5 「明治日本の産業革命遺産」
世界遺産登録１０周年記念事業費

千円
９７７

区分 各事業 長崎市負担額 全体事業費

本
予
算
事
業

長崎エリア

【実施主体】長崎県、長崎市

① 端島・高島親子クルーズイベント
② 世界遺産クリーンウォーク
③ 市庁舎１階の吊り下げ幕制作
④ フォトコンテスト受賞作品パネル展
⑤ ノベルティ製作・配布
⑥ 登録10周年記念シンポジウム出席

977千円 2,090千円
（長崎県予算

1,113千円と合算)

別
予
算
事
業※

全国展開

【実施主体】8県11市

⑦ 登録10周年記念シンポジウム in東京
⑧ カードラリーイベント
⑨ ミステリー小説を活用したWEB広告
⑩ 登録10周年特設WEBサイト作成
⑪ ノベルティ製作・配布

108千円
（4.5％）

37,800千円
（100％）

合計 1,085千円 39,890千円

※ 「明治日本の産業革命遺産」推進費にて負担金事業として計上
構成資産を有する8県11市（福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、鹿児島県、山口県、岩手県、静岡県、北九州市、大牟田市、中間市、佐賀市、
長崎市、荒尾市、宇城市、鹿児島市、萩市、釜石市、伊豆の国市）がそれぞれ負担金を出して事業を実施する（事務局：鹿児島県）

世界文化遺産登録ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸﾋﾞｭｰｲﾝｸﾞ
（2015年7月5日撮影）

２ 登録１０周年記念事業
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① 端島・高島親子クルーズイベント開催に係る経費 ２１１千円
（1） 概要 長崎県民100名の親子で参加できる高島・端島（軍艦島）ツアーを実施する。
（2） 日時 令和７年10月頃予定

② 世界遺産クリーンウォーク開催に係る経費 １２０千円

(1) 概要 世界遺産の保存継承への意識を啓発するため、清掃活動を実施する。
（2） 日時 令和７年５月頃予定
（3） 場所 小菅修船場跡（予定）

③ 市庁舎１階の吊り下げ幕制作 １００千円

④ フォトコンテスト受賞作品パネル展開催に係る経費 - 千円（長崎県が事業費を負担）

（1） 概要 令和４～５年度に実施したフォトコンテストの受賞作品のパネル展開催
（2） 日時 ①令和７年７月頃、②令和７年10月頃
(3) 場所 ①長崎市庁舎ギャラリーウォール、②長崎県庁エントランスロビー

⑤ ノベルティの製作・配布 - 千円（長崎県が事業費を負担）

⑥ 世界遺産登録10周年シンポジウム出席に係る旅費 ５４６千円
（1） 概要 市長ほか 計５名出席予定
（2） 日時 令和７年７月６日（日）13:30～16:30
（3） 会場 東京国際フォーラム ホール

３ 事業内容

事 業 費
財 源 内 訳

国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源

千円
９７７

千円
－

千円
－

千円
－

千円
－

千円
９７７

４ 財源内訳
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⑦ 世界遺産登録10周年シンポジウムの開催
（1） 概要 海外専門家や国内有識者を招待し、講演やパネルディスカッションを行う。
（2） 日時 令和７年７月６日（日）13:30～16:30
（3） 会場 東京国際フォーラム ホール

⑧ カードラリーイベントの開催

（1） 概要 各地の構成資産やガイダンス施設を巡って、写真やイラストにより各資産をわかり
やすく解説したカードを取得するラリーイベントを開催する。

（2） 日時 令和７年７月～10月頃予定

⑨ ミステリー小説を活用したWEB広告

（1） 概要 各地の構成資産を舞台に制作した短編ミステリー小説12作品が出揃うことから、
インフルエンサーを起用したインスタグラムでの情報発信等を行う。

（2） 日時 令和７年６月～令和８年２月頃予定

⑩ 登録10周年特設WEBサイト作成

（1） 概要 協議会及び構成自治体が実施するイベント等について統一的な情報発信を行う。
（2） 日時 令和６年10月31日サイト開設～令和８年３月まで運用管理

⑪ ノベルティの製作・配布
（1） 概要 ・エッチングクリップス：合計10,000個（約500個配布/１自治体）制作

・マスキングテープ：予算の範囲内で個数を調整して制作
・ミステリー小説文庫本

（2） 日時 令和７年３月末までに納品～各イベントで配布

【参考】 全国展開する「明治日本の産業革命遺産」協議会の事業
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世界遺産「明治日本の産業革命遺産」の構成資産である端島炭坑を適切に保全するため、島の

周囲の石積護岸及び劣化したコンクリート護岸の第２期及び第３期整備工事を実施する。なお、海

上施工を伴う護岸工事であることから、台風シーズン前の７月までに現地作業を実施するために、

各工事を２年間の事業としている。

第３期工事は令和７～８年度までの２年間の工事となるため令和８年度債務負担行為を設定する。

１ 事業概要

予算 説明書
事 業 名 予算額

ページ 款 項 目 番号

138～141
２

総務費
１

総務管理費

22
世界遺産
推進費

2-1 【補助】世界遺産保存整備事業費
「明治日本の産業革命遺産」

千円
４５５，４００

・端島炭坑の護岸の中から劣化度の高い箇所について海側をコンクリートで補強する。
・令和７年度は、第２期工事（２年目）と第３期工事（１年目）を実施する。

２ 事業内容

事業費
区 分

各年度事業費
事業費計

R5年度（実績） R6年度 R7年度 R8年度

第1期工事 R5-6【完了】 9,080万円 1億4,920万円 2億4,000万円

第２期工事 R6-7 1億7,880万円 2億 6,820万円 4億4,700万円

第３期工事 R7-8 1億 8,720万円 2億 8,080万円 4億6,800万円

合 計 9,080万円 3億2,800万円 4億 5,540万円
【R7当初予算】

2億 8,080万円
【R8債務負担】

11億5,500万円
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保全整備劣化度の判定基準
ランク 劣化度 状態

Ａ 劣化度が
１番高い

B1の状況に当てはまり、かつ複数の劣化が認められる箇所

Ｂ 劣化度が
２番目に高い

Ｂ１ 深さが3.0m以上の堤体基礎部の空洞化が認められ、堤体基礎部の空洞
化により堤体背後の地盤の沈下が引き起こされた可能性がある箇所。

Ｂ２ 深さ1.0m～3.0mの堤体基礎部の空洞が認められた箇所。

Ｂ３ 深さ1.0m未満の堤体基礎部の空洞が認められた箇所。

Ｃ 劣化度が
３番目に高い

堤体背後が越波などにより、洗堀されている。この洗堀により背後地盤は沈下傾向にあり、被
覆コンクリート下端が浮いた状態である。

Ｄ 劣化度が
４番目に高い

上記に該当しない箇所

護岸全周1,150ｍを60に分けた区間（ＳＰ．１

～60）ごとに、護岸劣化状況を評価した。その

うち、劣化度の高い、

■（劣化判定Ａ） 及び■（劣化判定B１）
に色付けした区域から優先して整備する。

3 護岸の劣化判定結果と整備予定箇所の選定

第2期工事（西側① 19.23ｍ）
第3期工事（西側② 20.99ｍ）
第3期工事（西側③ 19.61ｍ）

第1期工事（西側10ｍ）【R6完了】

劣化度
Ａ劣化度

Ｂ１

劣化度
Ａ

第1期工事（東側10ｍ）【R6完了】

第3期工事（東側② 22.48ｍ）

明治期の石積護岸
が確認されている場所

劣化度Ａ

劣化度Ａ

第2期工事（東側① 19.72ｍ）

劣化度
Ｂ１
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4 整備予定箇所

建設海岸(西側約560m中、約60ｍ）

港湾海岸(東側約590m中、約40ｍ）

国土交通省水管理・国土保全局 管轄

国土交通省港湾局 管轄

建設海岸/
国交省水管理・国土保全局

港湾海岸
国交相港湾局

 端島の護岸は、西側（航空写真の上側）が国
土交通省水管理・国土保全局管轄の建設海岸
と、東側（航空写真の下側）が国交省港湾局
管轄の港湾海岸となっている。

 社会資本整備交付金を活用するにあたり、国
土交通省から建設海岸と港湾海岸それぞれか
ら整備をする。

第3期工事
（東側②22.48ｍ）

第2期工事
（東側①19.72ｍ）

第2期工事（西側① 19.23ｍ）
第3期工事（西側② 20.99ｍ）
第3期工事（西側③ 19.61ｍ）
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第３期工事（東側② 22.48ｍ）第２期工事（東側① 19.72ｍ）

海側
海側

• 東側、港湾海岸の工事概要

海面-2.3ｍ

海面

海面+3.7ｍ
既
存
護
岸

海域海域

5 整備工事概要

第3期工事
（東側②22.48ｍ）

第2期工事
（東側①19.72ｍ）

⑴ 波力を抑える消波ブロック
等の仮設材を海側に設置する。

⑵ 護岸提体下の空洞部に
コンクリートを充填する。

⑶ 既存護岸の海域に型枠を設置しコンクリート
を海面上3.7ｍまで打設する。

⑹ 波力を抑える消波ブロック等
の仮設材を海側に設置する。

⑷ 護岸海側の海底を
作業船で床掘りする。

⑸ 床掘りした箇所に
基礎捨石を施工する。

⑺ 既存護岸の海域に型枠を設置しコンクリート
を海面上8.5ｍまで打設する。

海面+3.7ｍ

海面+8.5ｍ

海面+1.7ｍ

3m

3m

2m

1.5m

2m

3m
1.5m 海面-0.3ｍ海面

既
存
護
岸
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第３期工事（西側② 20.99ｍ、西側③ 19.61ｍ）第２期工事（西側① 19.23ｍ）

海域 海域

• 西側、建設海岸側の工事概要

海面-2.3ｍ

海面

海面+3.7ｍ

既
存
護
岸

海面+3.7ｍ

海域

⑴ 波力を抑える消波ブロック等
の仮設材を海側に設置する。

⑵ 護岸提体下の空洞部に
コンクリートを充填する。

⑸ 既存護岸の海域に型枠を設置しコンクリート
を海面上3.7ｍまで打設する。

海面+12ｍ

⑶ 既存護岸の海域に型枠を設置しコンクリート
を海面上3.7ｍまで打設する。

⑷ 波力を抑える消波ブロック等
の仮設材を海側に設置する。

海面+0.7ｍ

5 整備工事概要（つづき）

※西側②と西側③で断
面図と工事延長は異な
るが、工法は同じ

海域

第2期工事（西側① 19.23ｍ）
第3期工事（西側② 20.99ｍ）
第3期工事（西側③ 19.61ｍ）

海面

4.5m

2m 2m

3m

海面-2.3ｍ

海面+0.7ｍ

既
存
護
岸
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6 スケジュール

時期

区分

令和６年度 2024 令和７年度 2025
令和８年度
20264～6月 7～9月 10～12月 1～3月 4～6月 7～9月 10～12月 1～3月

整備工事

第2期 護岸整備工事
（R6.9月～R7.7月）

第３期 護岸整備工事
（R7.9～R8.7月予定）仮契約

（予定）

契約締結
議案（9月予定）

Web口座振替受付サービスで解決

区分 事 業 費
財 源 内 訳

国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源

第２期工事 千円
２６８，２００

千円
８９，４００

千円
－

千円
１７８，８００

千円
－

千円
－

第３期工事 １８７，２００ ６２，４００ － １２４，８００ － －

合 計 ４５５，４００ １５１，８００ － ３０３，６００ － －

7 財源内訳

※１ 社会資本整備総合交付金 充当率 １／３
※２ 過疎対策事業債 充当率 １００％（交付税措置率７０％）

※１ ※２

契約締結
議案（9月）
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【参考】 端島護岸長期整備計画

建設海岸

港湾海岸

建設海岸

港湾海岸

① ②

③④

⑮⑯⑰⑦

⑩⑪⑫
⑬⑭

⑧

③④⑤⑥⑦⑧⑨
⑮⑯

⑦

⑨⑩⑪⑫ ③

⑦

⑫⑬⑭⑮

⑤⑥

胸壁

 劣化度の高い場所から優先順位をつけておよそ20年かけて整備する（①Ｒ５～⑱Ｒ２３）。
 護岸海側については、全1,150ｍを、次の3つの区分に分けて整備する。

 また、内陸側の排水機能は全て健全化する。そのため排水機能が失われている内陸側の水たたきを
整備し直す。 （Ｄ 内陸側水たたき整備 938ｍ）

事業内容：Ａ 護岸補強＋海中空洞部充填 600ｍ
Ｂ 海中空洞部充填 355ｍ

Ｃ 何もしない 195ｍ

①②

⑮

⑨～⑱
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債務 負担行為
期 間

限度額
（設定額）ページ 事 項

338～339 端島炭坑跡護岸補強工事 令和８年度
千円

２８０，８００

２ 債務負担行為限度額の内訳

世界遺産「明治日本の産業革命遺産」の構成資産である端島炭坑を適切に保全するため、島の周
囲の石積護岸及び劣化したコンクリート護岸の整備工事を実施する。
第３期工事については、令和７年度から令和８年度までの２年間の工事となるため債務負担行為を
設定する。

１ 債務負担行為の目的

３ 財源内訳

※１ 社会資本整備総合交付金 充当率 １/３
※２ 過疎対策事業債 充当率 １００％（交付税措置率７０％）

区分 事業費
財 源 内 訳

国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源

第３期工事
千円

２８０，８００
千円

９３，６００
千円
－

千円
１８７，２００

千円
－

千円
－

※２※１

区分 事業費
各年度事業費

令和７年度
令和８年度
【債務負担行為】

第３期工事 ４億6,800万円 １億8,720万円（40%） ２億8,080万円（60%）
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⑴ 生産施設遺構保存方法検討等委託 4,042千円
長崎市の附属機関である高島炭鉱整備活用委員会から、令和10年度に予定していた『修復・公開活用計画』
の見直しを前倒して行い、令和６年度に整備工事が完了する「明治期の構造物」(第３竪坑捲座跡)以外の鉄筋
コンクリート造構造物群（以下「その他構造物」という。）について、整備手法等を検討すべきと示されたことを受
け調査検討を行う。

［対象］ 「その他構造物」 17箇所
※「３ 生産施設遺構劣化状況調査及び保存方法検討委託の対象構造物（17箇所）」参照

［内容］ 令和６年度に引き続き、保存整備の工法検討を行う。

⑵ 構造調査業務委託 7,276千円
⑴の検討のために必要な「その他構造物」のコンクリートの強度や鉄筋の腐食環境を把握するための調査を

行う。

⑶ 生産施設測量及び図面作成等業務委託 132,182千円

「その他構造物」について、『修復・公開活用計画』の及び世界遺産委員会への報告後、速やかに実施設計・
整備工事に着手するために必要となる測量及び図面作成等を実施する。

予 算 説 明 書
事 業 名 予算額

ページ 款 項 目 番号

138～141
２

総務費
１

総務管理費

22
世界遺産
推進費

2-2 【補助】世界遺産保存整備事業費
端島炭坑

千円
１５９，５００

世界遺産「明治日本の産業革命遺産」の構成資産「端島炭坑」の整備対象施設の中で護岸遺構
の次に整備の優先度が高い、生産施設遺構（17施設）の劣化が進んでいることから、それらを対
象とした調査等を一斉に実施し、緊急的に行う劣化の抑制措置を盛り込んだ整備計画の改定と整
備報告書のユネスコへの再提出を行う。

１ 事業概要

２ 事業内容
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⑷ 総合事務所庇単管補強工事 9,500千円

第３竪坑捲座に隣接する総合事務所の３階庇について、崩落防止のため平成28年度に設置したサポート材
の発錆が進んでいることから、サポート材の増設を行う。

⑸ 端島避難施設設置 6,500千円
端島炭坑の整備工事、遺構調査・学術研究等に必要な避難施設をリースにて設置する。
【設備概要】 規模：８．５６㎡×２棟 設備：電源（発電機）、空調、トイレ

設置予定場所：70号棟横の護岸脇

２ 事業内容(つづき）

該当箇所

第３竪坑捲座 サポート材の劣化状況

調査用桟橋

設置予定箇所

避難施設設置イメージ 避難施設設置予定箇所

-17-



３ 生産施設遺構劣化状況調査及び保存方法検討委託の対象構造物（17箇所）

⓱１号棟

➏石炭分室析室➎ドルシックナー

➌ブロワー機室

❼貯炭ﾍﾞﾙﾄｺﾝﾍﾞｱ

➊原炭ポケット

⓮変電所

⓬第４竪坑捲座

❿第４竪坑❽積込ﾍﾞﾙﾄｺﾝﾍﾞｱ

⓭第４竪坑風洞

⓯圧気機室➍浮選機室 ⓰主要扇風機室

その他構造物
（17箇所）

⇒今回調査検討の対象

その他構造物

❷第２竪坑

⓫第４竪坑櫓基礎

❾計量室

対象外
（R6基本設計済）

-18-



令和6年度 令和7年度 令和8年度

長

崎

市

調査・検討（業務委託）

計画改訂・報告書作成

附属機関での審議
高島炭鉱整備活用委員会

国との協議
内閣官房・文化庁・海外専門家

ユネスコ
世界遺産委員会

世界遺産委員会への報告書作成

『修復・公開活用計画』改訂

R8.７月
世界遺産委員会承認

R7.12月
報告書提出

生産施設遺構調査・
保存方法検討等

『修復・公開活用計画』 改訂案の審議

検討状況の報告・意見聴取

報告書

項目 年度

４ スケジュール

報告書
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事業 事業費
財 源 内 訳

国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源

ハード
千円

１６，０００
千円

８，０００
千円
９６０

千円
７，０００

千円
４０

千円
－

ソフト
千円

１４３，５００
千円

７１，７５０
千円

８，６１０
千円
－

千円
６３，１４０

千円
－

合 計
千円

１５９，５００
千円

７９，７５０
千円

９，５７０
千円

７，０００
千円

６３，１８０
千円
－

５ 財源内訳

※１ 国宝重要文化財等保存・活用事業費補助金 補助率 50％

※２ 指定文化財保存整備事業補助金 補助率 6％

※３ 過疎対策事業債 充当率 100％（交付税措置率70％）

※４ 端島（軍艦島）整備基金

※２ ※３※１ ※４
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世界遺産「長崎と天草地方の潜伏キリシタン関連遺産」の構成資産及び世界遺産関連資産である
国の重要文化的景観「長崎市外海の石積集落景観」の重要な構成要素を適切に保存管理する
ため、所有者等が実施する保存・整備事業に対する補助を行うもの。

⑴ 重要文化的景観の重要な構成要素整備事業費補助金
「石積みネリベイ建物整備事業」 ６５，７５７千円
・重要文化的景観の重要な構成要素「石積みネリベイ建物」（民間所有）を、石積集落景観を紹介するガイダンス機能を有する

施設に改修するための整備工事費に対する補助

⑵ 世界遺産構成資産保存整備事業費補助金 ２，０００千円

ア 「大野教会堂」イノシシ被害対策事業 ５００千円
・世界遺産構成資産「外海の大野集落」内の「大野教会堂」（民間所有）において、所有者（団体）が実施するイノシシ被害対策に

対する補助

イ 「変岳裏の水田石垣」石垣修復・雑木伐採事業 ５００千円
・世界遺産緩衝地帯内の「変岳裏の水田石垣」（民間所有）において、自治会が実施する石垣修復・雑木伐採に対する補助

ウ 石積技術継承ワークショップ事業 ５００千円
・世界遺産緩衝地帯内の石積構造物の保存に資する石積み技術継承のための自治会が開催するワークショップに対する補助

エ 大浦天主堂「旧伝道師学校」周辺除草・剪定事業 ５００千円
・世界遺産構成資産「大浦天主堂」内の「旧伝道師学校」（民間所有）において、所有者（団体）が実施する除草・剪定に対する補助

1 事業概要

予 算 説明書
事 業 名 予算額

ページ 款 項 目 番号

138～141
２

総務費

１
総務
管理費

22
世界遺産
推進費

3-1 【補助】世界遺産保存整備事業費補助金
「長崎と天草地方の潜伏キリシタン関連遺産」

千円
６７，７５７

-21-



出津教会堂

旧出津救助院

外海歴史民俗資料館

遠藤周作文学館

道の駅夕陽ケ丘そとめ

(2)イ 変岳裏の水田石垣

【位置図（外海地区 外海の出津集落）】

(2)ウ 石積技術継承
ワークショップ

【位置図（外海地区 外海の大野集落）】

（1）石積みネリベイ建物
（1897年頃建設）

(2)ア 大野教会堂
(1893年建堂)

構成資産 緩衝地帯 構成資産 緩衝地帯
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⑴ 重要文化的景観の重要な構成要素整備事業費補助金 「石積みネリベイ建物整備事業」
補助額：６５，７５７千円（補助率82.5％）

（ア） 事業内容 重要文化的景観の重要な構成要素「石積みネリベイ建物」（民間所有）を、
石積集落景観を紹介するガイダンス機能を有する施設に改修するための
整備工事費に対する補助

（イ） 事業費内訳 総事業費：７９，７０６千円

市補助 ：６５，７５７千円（82.5％）

（事業費内訳） ［単位：千円］

（ウ） 事業期間 令和６年度:調査・設計、令和７～９年度（予定）：整備工事

2 事業内容

総事業費

市補助
所有者負担
（17.5％）

（82.5％）
（国県補助を含
む間接補助）

国補助
（65％）

県補助
（14％）

市補助
（21％）

79,706 65,757 42,742 9,206 13,809 13,949

区分 令和6年度 令和7年度 令和8年度 令和9年度

調査・設計

Ⅰ期工事

Ⅱ期工事

Ⅲ期工事
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２ 事業内容（つづき）

「石積みネリベイ建物」概要
・明治30年頃建設
・当時は3階建てだったが、改造が進み現在は1階のみ。
・1階部分の四方が厚いネリベイで囲われている。
・ド・ロ神父の影響が強く感じられる建造物であり、ド・ロ神父の仕事場があったとも言われている。

現状（外観）

現状（内観）

基本設計（断面図）現状（内観）

鉄骨補強軸組

木造軸組(R7)

照明設備

ルーフィング(R7)

軒天・庇工事(R7)
※一部後年度

型枠工（R7）

鉄筋工（R7）

製作金物
工事(R7)
※一部後年度

小屋梁新補材

野地板・垂木・小屋組(R7)

小屋梁保存修理 コンクリート基礎(R7) コンクリート躯体(R7)
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⑵ 世界遺産構成資産保存整備事業費補助金 補助額： ２，０００千円（補助率：１００％）

ア 「大野教会堂」イノシシ被害対策事業 補助額： ５００千円（補助率：１００％）

（ア） 事 業 内 容 世界遺産構成資産「外海の大野集落」内の「大野教会堂」（民間所有）に
おいて、所有者（団体）が実施するイノシシ被害対策に対する補助

（イ） 事業費内訳 総事業費：５００千円
市補助：５００千円（100％） 所有者負担：０千円（0％）
（市補助内訳）

２ 事業内容（つづき）

県補助（100％） 市負担（0％）

５００千円 ０千円

イノシシが嫌がる匂いで侵入を防ぐ忌避材
を大野教会堂敷地を囲んで設置している。

イノシシが踏むのを嫌がる
ネット状の侵入抑制材を設置

R5～対策中 R6～対策中R5～対策中

※来訪者の安全性や景観に配慮し、ワイヤーメッシュや箱わな設置ではなく、イノシシがネットを踏むのを嫌がる
習性を利用したネット状の侵入抑制材をＲ６年度は境内地周囲の一部に設置。Ｒ７年度は周囲の全体に設置。
重点箇所には2列の設置。
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イ 「変岳裏の水田石垣」石垣修復・雑木伐採事業 補助額： ５００千円（補助率：１００％）

（ア） 事 業 内 容 世界遺産緩衝地帯内の「変岳裏の水田石垣」（民間所有）において、自治会
が実施する石垣の修復及び雑木伐採に対する補助

（イ） 事業費内訳 総事業費：５００千円
市補助：５００千円（100％） 自治会負担：０千円（0％）
（市補助内訳）

２ 事業内容（つづき）

県補助（100％） 市負担（0％）

５００千円 ０千円

・実施予定場所
重要文化的景観の「重要な構成要素」となっている水田石垣

き損の状況 周辺の状況
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ウ 石積技術継承ワークショップ事業 補助額： ５００千円（補助率：１００％）

（ア） 事 業 内 容 世界遺産緩衝地帯内の石積構造物の保存に資する石積み技術継承のた
めの自治会が開催するワークショップに対する補助

（イ） 事業費内訳 総事業費：５００千円
市補助：５００千円（100％） 自治会負担：０千円（0％）
（市補助内訳）

２ 事業内容（つづき）

県補助（100％） 市負担（0％）

５００千円 ０千円

・実施予定場所
重要文化的景観の「重要な構成要素」となっている段畑石垣

崩落箇所２

（幅 4,000mm、高さ 2,150mm）

崩落箇所１

（幅 6,700mm、高さ 2,150mm）
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エ 大浦天主堂「旧伝道師学校」周辺除草・剪定事業 補助額： ５００千円（補助率：１００％）

（ア） 事 業 内 容 世界遺産構成資産「大浦天主堂」内の「旧伝道師学校」（民間所有）
において所有者（団体）が実施する除草・剪定に対する補助

（イ） 事業費内訳 総事業費：５００千円
市補助：５００千円（100％） 所有者負担：０千円（0％）
（市補助内訳）

２ 事業内容（つづき）

県補助（100％） 市負担（0％）

５００千円 ０千円

「旧伝道師学校」概要

・宣教師が各地の集落を広く巡回することが困難で
あったため、宣教師に代わって教理を伝える「伝
道師」の育成学校として1883年に創設された。
・1892年までの間に多くの日本人伝道師を輩出し、
教理指導のために長崎と天草地方の集落などへ
派遣された。
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３ 財源内訳

※３

※１

※１ 国宝重要文化財等保存・活用事業費補助金 補助率 65％

※２ 指定文化財保存整備事業補助金 補助率 14％

※３ 世界遺産保存・活用等整備事業補助金 補助率 100％

※４ 過疎対策事業債 充当率 100％（交付税措置率70％）

※２

※２

※４

※４※１

事業
事業費
①

予算計上額
②

財 源 内 訳 事業者
負担額
①－②

国庫
支出金

県
支出金

地方債 その他 一般財源

⑴ 重要文化
的景観整備

千円
７９，７０６

千円
６５，７５７

千円
４２，７４２

千円
９，２０６

千円
１２，４００

千円
－

千円
１，４０９

千円
１３，９４９

⑵世界遺産
構成資産保
存整備

２，０００ ２，０００ － ２，０００ － － － －

合 計 ８１，７０６ ６７，７５７ ４２，７４２ １１，２０６ １２，４００ － １，４０９ １３，９４９

※１ ※２

※３

※４
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予 算 説明書
事 業 名 予算額

ページ 款 項 目 番号

236～239 ７
商工費

１
商工費

４
観光費 1-2 観光地域づくり推進費

千円
２８１，９５６
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100.0
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実績値
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29 28 28

6 6 6

14 14 14

5 5 5

70 68 68

29 29 29

4 4 4

20

40

60

80

100

120

140

160

180

R5 R6 R7

①ブランディング

②マーケティング

③国内

④インバウンド

⑤MICE

⑥修学旅行

⑦地域マネジメント

管理費等

156 154 154

138 147
128

50

100

150

200

250

300

350

R5 R6 R7

24 26 21

33 36
34

8
8 14

9
10 6

14
17

13

33
26

14

5

11

18
21

15

20

40

60

80

100

120

140

160

R5 R6 R7

①ブランディング

②マーケティング

③国内

④インバウンド

⑤MICE

⑥修学旅行

⑦地域マネジメント

管理費等

百万円

156 154154
138 128

百万円
百万円

•
•
•

294 282301

147

•

•
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二十六聖人記念館 バスチャン屋敷 枯松神社出津農楽舎・大平作業所など
【宿泊】

セトレグラバーズハウス⾧崎




検番練習見学 凧づくり体験蚊焼包丁作り体験 斜面地暮らし×日本茶体験軍艦島の歴史を学ぶツアー

（主なコンテンツ例）

（主なコンテンツ例）
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10代 3

20代 5

30代 5

40代 3

50代 7

60代 1

年
代

•

•

•
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1,100 4,133 
14,244 

19,800 

0

20,000

40,000

R3 R4 R5 R6(12月)

公式Instagramフォロワー数

グノシー

•

•

•
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施策 ターゲット 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
春シーズン 夏シーズン 秋シーズン 冬シーズン 春
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閲覧者の質問に
回答し、情報取
得満足度を向上。

R4.9.20
公開グノシー

サイト閲覧者に体験や
飲食などおすすめ情報
をPOPUP形式で提案。
消費の拡大を狙う。

Instagram投稿機能を
活用し、訪問客それぞ
れの⾧崎体験を拡散、
ファン化を狙う。
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MICE参加者数

目標値（令和7年）
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⾧崎市の団体客数／修学旅行客数の推移

団体客総数 修学旅行客数 目標値（令和7年）
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誘致

受入
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予算説明書
事 業 名 予算額

ページ 款 項 目 番号

236～239 ７
商工費

１
商工費

４
観光費 1-3 ＭＩＣＥ推進費

千円
７，１２４
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予 算 説明書
事 業 名 予算額

ページ 款 項 目 番号

236～239 ７
商工費

１
商工費

４
観光費 2-3 インバウンド誘致広域連携事業費

千円
２０，５００
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取組項目 主体者 R5（2023）
月年度 R6（2024）年度 R7（2025）年度 R8（2026）

年度～

(1)
・共通ロゴ・キービジュアル等の
制作（日・英）

実行委員会
（ロゴ制作
のみ福岡市）

(2)
各自治体HP等における情報
発信

各アライアンス
メンバーが
実施

(3)
・販促ツールの制作
(webサイト等（日・英）)

実行委員会が
実施

(4)
欧米豪向けwebプロモーショ
ン（旅マエ）

希望する自治体
が連携して実施

(5)
欧米豪向けプロモーション
（旅ナカ）

希望する自治体
が連携して実施

(6) ツーリズムEXPOジャパン出展 希望する自治体
が連携して実施

(7)
各自治体による
海外プロモーション

各アライアンス
メンバーが
それぞれ実施

(8)
各自治体における既存イベン
トでのPR

各アライアンス
メンバーが
それぞれ実施

(9)

各自治体主催による西のゴー
ルデンルート認知向上のため
のリレーカンファレンスの開催

各アライアンス
メンバーが
それぞれ実施

(10) アライアンスメンバー新規加入
各アライアンス
メンバーが
それぞれ実施

(11)
①民間事業者パートナーの取組
み
②国等広域協力機関との連携

①民間事業者
が実施

②国等が実施

(12) 万博共同出展対応 実行委員会が
実施

大阪・関西万博
4/13～10/13

随時登録・実施

随時実施

随時実施

福岡市主催カンファレンス(予定)
（5月頃予定）
内容:各自治体の

取組み発表（各首⾧参加想定）

各自治体におけるリレーカンファレン
スの開催（各自治体主催）

随時実施

随時実施

随時実施

ロゴ等制作

出展準備

Webサイト等販促ツール制作特集ページ制作
（※福岡市制作）

9/26～9/29
＠東京

出展準備

実施事業者
選定 実施事業者

選定 随時実施

実施事業者
選定 実施事業者

選定 随時実施

8/27～8/30の期間中
に出展予定
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西のゴールデンルート実行委員会の事業内訳
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R6・7年度の成果
を踏まえ既存事業
の磨き上げ
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•
•
•

•

•
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【参考4】観光庁の取組み
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【参考5】日本のデジタルノマドビザ
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【参考6】他都市の取組み（福岡市 デジタルノマド誘致プログラム「COLIVE FUKUOKA」)
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予 算 説明書
事 業 名 予算額

ページ 款 項 目 番号

236～239 ７
商工費

１
商工費

４
観光費 4-1 長崎ランタンフェスティバル

事業共催費負担金

千円
１１７,３８４
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１ 事業概要

２ 事業内容

予 算 説明 書
事 業 名 予算額

ページ 款 項 目 番号

236～241 ７
商工費

１
商工費

４
観光費 6-24 長崎歴史文化博物館

特別企画展負担金

千円
１０，０００

（１） 企画展仮称 長崎遊学展

（２） 実施期間 令和８年１月17日（土）～３月４日（水） ４３日間

（３） 主 催 長崎県、長崎市、長崎歴史文化博物館

（４） 観 覧 料 一般 800円（予定）

（５） 展示内容

プロローグ 遊学者たち
江戸時代、長崎を訪れた遊学者たちをグラフィック・映像・データベースで紹介

Ⅰ .遊学者たちがみた「異国」の風景
遊学者たちの記録をもとに遊学者たちが初めて目にした「異国」の風景を紹介

Ⅱ .長崎にあふれる「異国」の品々
遊学者たちを魅了した国際貿易都市・長崎の交易品を紹介

令和７年度に長崎県で開催される国民文化祭（ながさきピース文化祭2025）にあわせ、江戸時代に多くの日本
人が憧れ文化人たちが集った長崎での文化交流を紹介する特別企画展「長崎遊学展」を長崎歴史文化博物館
において開催。その経費の一部を長崎市が負担するもの。
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Ⅲ .長崎で出会う人々
「異国人」に出会い「異国」話を聴くことができる場であった長崎で出会った異国の
人々などを紹介

Ⅳ .長崎で学ぶ異国文化
日本に新たな「知」の世界を創り出していく最新の学問や絵画などの「異国文化」を
紹介

エピローグ 長崎土産
「異国」を体験した遊学者たちが故郷へ持ち帰った長崎版画や南蛮菓子などの「異国
の思い出」を紹介

（６） 会 場 長崎歴史文化博物館３階 企画展示室（第１室～第４室）

（７） 展示点数 絵画など１００～１５０点（予定）

２ 事業内容（つづき）
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総事業費
負 担 額 （※） 観覧料・物販収入

ほか長崎県 長崎市
千円

２５，４３６

千円

１０，０００

千円

１０，０００

千円

５，４３６

（８） 入場者見込数 10 ,000人

（９） 事業費

※負担金割合は「長崎歴史文化博物館の運営に関する協定書に基づき １：１

＜事業費内訳＞

・調査打合せ費 621千円

・輸送費 3,913千円

借用資料の運搬費、保険代

・会場設営費 11 ,608千円

作品展示撤去費、展示室壁面造作、キャプション・パネル製作費 ほか

・広報費 2,618千円

・関連行事費 600千円

・監視員費 2,064千円

・その他 4,012千円 計 25 ,436千円

事 業 費
財 源 内 訳

国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源

千円
１０，０００

千円
－

千円
－

千円
－

千円
－

千円
１０，０００

３ 財源内訳

２ 事業内容（つづき）
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１ 概 要

２ 事業内容

出島内には、第Ⅰ期（平成12年３月完成）復元建造物５棟、第Ⅱ期（平成18年３月完成）復元建造物５棟、第Ⅲ期（平成28年10月
完成）復元建造物６棟が完成しており、その他旧出島神学校等の明治期の洋館等を含めて、全21棟の建物が存在している。このう
ち、第Ⅲ期復元建造物を除く15棟の建物については、経年劣化による傷み等が発生しているため、令和元年度に、年次改修計画を
策定した。
この改修計画のうち、旧出島神学校について、来場者の安全の担保及び建物の健全性を維持するため、蓄積されている劣化を解
消する修理工事を実施する。また、あわせて部材の残存状況の確認など歴史的価値判断や今後予定している耐震化改修に必要な
情報の収集を行う。
なお、耐震化改修・解体修理については、工事の着手にあたり、耐震診断、保存活用計画策定、耐震補強設計等が必要となるた
め、今後適切な時期に着手できるよう、事業計画、スケジュールの調整を行う。

予 算 説明 書
事 業 名 予算額

ページ 款 項 目 番号

236～241 ７
商工費

１
商工費

４
観光費 8-1 【補助】観光施設整備事業費

出島

千円
６７，７００

（参考）出島平面図（１） 建物概要
ア 名 称 旧出島神学校
イ 構 造 木造和洋小屋組２階建
ウ 棟 高 約11ｍ（最高高さ約18ｍ）
エ 延床面積 783.28㎡
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２ 事業内容（つづき）

（２）事業費
ア 旧出島神学校修理工事（外壁、屋根、内装等） 67,625千円
イ 工事に係る文化庁招聘旅費 75千円

（３）主な修理工事予定箇所（詳細）

外壁補修・塗装

外壁の塗装が剥がれ、内部に雨水が
侵入し、一部木材の腐朽が生じている。

ガラリ補修
ガラリのルーバーや軸部が腐朽し、落
下の危険性がある。

窓枠腐朽部交換
窓枠が腐朽しており、放置すると窓
が支えられず落下する危険がある。

照明器具交換
LED化改修を行う。

煙突モルタル補修

煙突部に塗られたモルタルが劣
化し剥離しており、落下の危険
性がある。

屋根漆喰やりかえ

屋根漆喰が劣化し、ひび割れ
や剥離が生じており、落下の
危険性がある。

雨樋やりかえ
雨樋が破れ、建物に水がかかっ
ており、塗装剥離や木材の腐朽な
ど劣化を早める原因となっている。

ベランダ補修
ベランダ床材の外に張り出した端部や柵
が腐朽し、落下の危険性がある。
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事 業 費 財 源 内 訳

国庫支出金※１ 県支出金※２ 地方債※３ その他※４ 一般財源

千円
６７，７００

千円
３３，８５０

千円
１，０１５

千円
２９，５００

千円
３，３３５

千円
－

３ 財源内訳

※１ 歴史活き活き！史跡等総合活用整備事業費 国庫補助（上限：50％）
※２ 指定文化財保存整備事業費補助金（補助率：対象経費から国庫補助額を減じた額の2/5以内）
※３ 一般補助施設整備等事業債 充当率90％（交付税措置率30％）
※４ 指定管理施設特定収入

４ スケジュール（予定）

５ 参考(旧出島神学校について)

現存する国内最古のキリスト教新教（プロテスタント）の神学校の建物。
明治11年(1878)に、チャーチ・スクールとして建てられ、翌年開校。はじめは英和学校、のちに神学校に名称を改め神学教育を行
い、明治19年(1886)に廃校して以降は、渡来宣教師の宿舎として使用された。明治43年（1910）以降は日本人の手に渡り、病院とし
て使用された。昭和47年(1972)に長崎市が買収し、昭和52年から55年(1977-1980)までの３か年をかけ、半解体修理を行った。長
崎市歴史民俗資料館や出島史料館本館が置かれるなど、様々な活用がなされ、現在は１階を映像コーナーや休憩室として来場者
に解放、２階は出島復元整備室や指定管理者の事務室などとして活用している。

修理工事
（R７）

耐震化に係る
検討・調整 耐震診断等 保存活用計画策定 耐震補強設計 耐震補強工事
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都市の魅力を高め、国内外の人々の来訪及び交流を促進するとともに、観
光の振興を図る施策に要する費用に充てることを目的とし、令和５年４月１日
から宿泊税を導入。

宿泊税は、「訪問客への還元」を方針とし、「利便性」「満足度」「再訪意欲」の
向上につながる事業に活用することとしており、使途の分類である「５つの柱」
（宿泊税賦課費を除く）に基づき、①から⑤の順位で活用する。

① サービス向上・消費拡大

② 情報提供

③ 受入環境整備

④ 資源磨き

⑤ 緊急時の対応

１ 概要

予算 説明書
事 業 名 予算額

ページ 款 項 目 番号

宿泊税の活用
千円

367,011

-98-



令和７年度 宿泊税活用額 367,011千円

①サービス向上・消費拡大
サービス向上により、訪問客の滞在時間や消費機会が拡大することで満足度の向上に繋
げる事業として、長崎ならではの朝型・夜型の体験コンテンツの充実や、インバウンド対応と
して英語ガイドの育成などに取り組む。

２ 宿泊税額

宿泊税活用額 41,597千円（事業費 93,113千円）

○観光地域づくり推進費
・多様なインバウンドニーズへの対応支援
・サステナブルツーリズムの推進
・英語ガイドの育成

33,858（37,539）
17,091
8,441
8,326

○長崎さるく推進費
・長崎さるくの情報発信、ガイド研修

2,739（41,574）

〇食・観光高付加価値化事業費
・和華蘭グルメの磨き上げや食のコンテンツ造成

5,000（14,000）

３ 使途の分類と活用事業

さるくイメージ風景

食の高付加価値化（卓袱料理）
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②情報提供
ＩＣＴなどの活用により、訪問客が求める情報を適時提供し、満足度の向上に繋げる事業と
して、主にワンストップの情報提供に取り組む。

宿泊税活用額 172,107千円（事業費 232,153千円）

○観光地域づくり推進費
・デジタル広告・OTA等によるプロモーション
・観光ワンストップサイトにおける情報提供
・各市場（国内・インバウンド・MICE）の特性
に応じたセールスによる誘致活動
・MICE参加者市内回遊促進施策

153,047（176,119）
91,808
34,726
19,795
6,718

○インバウンド誘致広域連携事業費
・万博を契機とした他都市との連携プロモー
ション、海外デジタルノマド誘客

10,250（20,500）

○観光客誘致推進費
・長崎市を舞台とした映画、ドラマ等の作品
や出演する著名人を活用したＰＲ

3,000（9,124）

○さしみシティ推進事業費
・さしみシティの域外へのPR

5,810（26,410）

３ 使途の分類と活用事業
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③受入環境整備
施設等の受入れ環境を整え、訪問客の利便性や満足度の向上に繋がる事業として、観
光案内所の運営や、路面電車におけるタッチ決済機器導入への支援、公衆トイレの改修な
どに取り組む。

宿泊税活用額 64,833千円（事業費 295,332千円）

○観光地域づくり推進費
・市民及び市内事業者のおもてなし機運醸成
・事業者ネットワークの活性化支援

19,471（68,298）
10,945
8,526

〇総合観光案内所運営費 12,105（34,052）

○観光客受入環境整備費
・オーバーツーリズム対策警備実施

2,129（11,172）

○路面電車におけるタッチ決済機器導入への支援 23,000（138,000）

○公園等維持管理費
・公衆トイレの改修

5,750（40,750）

３ 使途の分類と活用事業

観光案内所における多言語翻訳機
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③受入環境整備

④資源磨き
資源の磨き上げや施設の利活用により、訪問客の満足度を向上させる事業として、主
に観光施設のライトアップ整備やユニークベニューの利活用支援事業に取り組む。

○国指定重要文化財旧長崎英国領事館
・英国領事館における展示等の実施設計及び整
備

23,200
（282,000）

３ 使途の分類と活用事業

○観光産業人材育成事業費
・将来の観光産業を支える人材の育成のための、小
中学校における「観光教育出前授業」の実施

1,718
（1,718）

〇観光資源魅力推進費
・案内板改修（多言語化やユニバーサルデザイン等）

660（1,342）

観光教育出前授業の風景
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⑤緊急時の対応等
基金を積み立て、その基金を国内外の人々の交流を促進し、観光需要の回復及び
喚起を図るための事業（観光キャンペーン等）に活用する。

●宿泊税賦課費
宿泊税賦課業務に係る費用及び宿泊税特別徴収事務報償金に活用する。

○観光交流基金積立金 宿泊税充当額 50,000千円

〇宿泊税賦課費 宿泊税活用額 15,274千円（事業費 15,278千円）

３ 使途の分類と活用事業
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東山手・南山手伝統的建造物群保存地区に位置する市
所有の洋館等10件について、来訪者等にとって魅力的な
活用がなされておらず、地域住民などからも民間活力を
導入して各物件の個性と魅力を最大限に活かした活用を
望む声がある。
官民連携による洋館等の活用にあたり適切な事業手法
等の検討を行う。

１ 事業目的

市所有の洋館等について、官民連携による魅力的な活
用を行うために、令和6年度に行った導入可能性調査の
結果を踏まえ、事業手法も含めた各洋館の新しい活用方
針（案）の決定及び公募条件の整理等を行う。

【業務内容】
〇洋館等10件の活用方針案の決定
○公募条件の整理等

【対象建物】
①旧長崎英国領事館 ②東山手甲十三番館
③東山手十二番館 ④東山手洋風住宅群（7棟）
⑤南山手乙27番館 ⑥旧香港上海銀行長崎支店
⑦旧長崎税関下り松派出所
⑧南山手8番館 ⑨南山手乙9番館
⑩旧杠葉本館・旧杠葉氏宅

【事業期間】 令和7年度

⑥旧香港上海銀行長崎支店

⑤南山手乙27番館

⑧南山手8番館 ④東山手洋風住宅群（7棟）

⑦旧長崎税関下り松派出所

⑩旧杠葉本館・旧杠葉氏宅

①旧長崎英国領事館
②東山手甲十三番館

③東山手十二番館

⑨南山手乙9番館

※太線は伝統的建造物群保存地区の範囲を示す

２ 事業内容

３ 対象洋館位置図

予 算 説 明 書
事 業 名 予算額

ページ 款 項 目 番号

294～295 １０
教育費

６
社会教育費

３
文化財保護費 1-10 洋館活用手法等検討費

千円
２０，０００
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〇民間活力の導入可能性調査の実施「令和6年度実施」
・歴史的建造物の用途の見直し（イメージ）をもとに民間活力の導入可能性調査を実施した

４ 洋館活用の検討の経過等について

○歴史的建造物の用途の見直し（イメージ）（施設の統廃合等）「令和4年～5年度実施」
・「重点区域歴史まちづくり計画」と民間事業者に活用したい洋館と用途について意見を頂いた令和４年度のサウンディング調査の結
果をもとに、歴史的建造物の用途の見直し（イメージ）の作成を行った。

方針：歴史・伝統を守り、磨き、生かすことで、営みと賑わいが共生できるまち

長崎市歴史的風致維持向上計画（令和2年3月認定）

歴史的風致 5地区（うち重点区域 1地区）
①近世長崎の町人文化にみる歴史的風致（寺町ほか）
②中国文化の伝来にみる歴史的風致（館内町ほか）
③長崎居留地の海外交流にみる歴史的風致
（東山手・南山手町ほか）※重点区域
④外海の石積文化にみる歴史的風致（西出津町ほか）
⑤被爆継承と平和の祈りにみる歴史的風致（松山町ほか）

重点区域とは？
2つの世界文化遺産の構成や重要文化財等の価値の高い歴
史的建造物が集積し、かつ歴史的資産を生かしたまちづく
りの取組みを速やかに図るべき区域

文化財の防災
文化財の周辺環
境の保全

文化財の保存・
活用

文化財の修理
（整備）

重点区域の文化財に関する取組方針

重点区域範囲図

「歴史まちづくり法に基づき策定」

重点区域歴史まちづくり計画（長崎居留地歴まちｸﾞﾗﾝﾄﾞﾃﾞｻﾞｲﾝ）（令和年3月11月 官民協働で策定）

将来像の実現に向けた4つのタスク（課題）

暮らし環境の充実

活動・営みの活溌化と
持続性の担保

地域資源の価値向上
歴史的資源の維持・保存、
民間活力により現代のﾆｰ
ｽﾞに対応した活用を行う
ことで持続的に維持・継

承が必要。地域ブランディング

将来像「営みとつながりが創る新しい居留地物語～居留地から居住地へ～」

将来像の実現するための対応方針

時代のﾆｰｽﾞに対応した暮らしの実
現と快適性・利便性の向上

まちづくり活動や地域経済活動
の活発化

歴史的資源や景観資産の保全
と活用
・歴史的建造物の用途の見直し
・民間活力の導入促進

地域ブランディングの推進

文化財の保存及
び活用の普及・

啓発

文化財の保
存・活用の体
制と今後ほか

〇事業手法を含めた各洋館の活用方針（案）決定や公募条件の整理等の実施「令和7年度実施」
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重点区域歴史まちづくり計画（長崎居留地歴まちｸﾞﾗﾝﾄﾞﾃﾞｻﾞｲﾝ）抜粋

「地域資源の価値」に関する現状

２ 地域の現状

○歴史的建造物の活用方法が限定され、市民や来訪者のニーズと合致していない
○歴史的建造物の維持・管理コストの増加 ほか

１ 計画の概要

計画の対象範囲

計画の目的

本計画の対象は、長崎市歴史的風致維持向上計画の重点区域の範
囲（東山手・南山手区域）とします。

本計画は、重点区域において歴史的資源を生かしたまちづくり
（歴史まちづくり）に官民協働で取り組み、地域の歴史的風致の
維持向上を図ることで持続可能な地域を実現するため、将来像
とその実現のための基本的な方向性を示すことを目的とします。

４ 将来を実現するための対応方針

５ 各ゾーンの取組み（具体例）

〇地域資源の価値向上
洋館等の歴史的資源・眺望や町並み等の景観資産の活用

〇暮らしの環境の充実
〇活動・営みの活溌化との持続性の担保
〇地域ブランディング

３ 目指す将来像

将来像の実現に向けた4つのタスク

歴史的建造物等の魅力的な活用による保存

歴史的建造物の用途の見直しや民間活力の導入を促進し、賑わいと経済波及効果
を生み出すことで、歴史的建造物の持続的な保全を目指します。

取組みの具体例
〇市有の歴史的建造物を活用した交流・消費スポットの整備
〇民間活力による来訪者や市民のニーズに合致した活用の推進
〇長崎駅や出島メッセ長崎等の新たな集客施設と連携したユニークべ
ニューやイベントの活用の推進

〇長崎居留地まつり等の地域イベントにおける歴史的建造物の積極的
な活用実験とその検証

〇耐震改修や外壁改修等による計画的な保存整備と長寿命化 ほか

総合的で細やかな景観形成

各種規制や支援制度が連携した総合的な景観形成や、具体的な視点場を設定した
細やかな景観形成を推進し、資産としての価値を高めます。

取組みの具体例
〇世界遺産のバッファーゾーンの適切な保全
〇洋館や港を望む眺望スポットの整備 ほか

① 旧長崎英国領事館

・観光案内やガイドの拠点などの来訪者のゲートウェイ機能
・重要文化財建造物の魅力や歴史を伝える情報発信機能
・当時の領事の仕事や生活を追体験できる展示機能
・区域全体の歴史文化や芸術等の情報発信機能
・魅力的な物販・飲食やワークスペース等の多様な機能が集積した
地域活性化・交流拠点機能
・英国との国際交流の歴史を生かしたコンテンツの創出

② 東山手甲十三番館

・飲食・物販等の消費機能の強化
・ゾーン内の案内・誘導機能の強化
・学生や住民の利用者促進のための交流機能の強化

③ 東山手十二番館

・ミッション・スクールの活動に関する情報発信の強化 ほか

④ 東山手洋風住宅群（7棟）

・7棟が連動する活用の検討
・若者やクリエイターをメインターゲットに、居留地の歴史文化を
生かした創業や文化芸術等の活動拠点機能の検討
・活動拠点機能と連動した交流・消費機能の検討 ほか

⑤ 南山手乙２７番館（レストハウス）

・眺望景観の確保とベイウィンドウの復元
・眺望景観と広場を生かした交流・消費機能の検討

⑥ 旧香港上海銀行長崎支店

・建造物・長崎華僑・長崎居留地等に関する展示機能
・ユニークベニューやイベントなどへの活用強化
・ライトアップのリニューアル

⑦ 旧長崎税関下り松派出所

・交流・消費機能の検討
・ライトアップのリニューアル

⑧ 南山手８番館（保存センター）⑨ 南山手乙９番館（須加五々道）

・交流・消費機能の検討

⑩ 旧杠葉本館・旧杠葉氏宅

・グラバー園以南への回遊を促す拠点機能の検討
・物販・飲食や宿泊等が複合する交流・消費機能の検討
・施設利用者のための駐車場機能の確保
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洋館等活用に関するサウンディング型市場調査の調査結果（令和4年度）

【調査の経緯】

サウンディング型市場調査の実施

洋館等の、より望ましい活用方針を定めるにあたり、民間

事業者が使用したい洋館や活用用途などを探ることが目

的。

地域住民（長崎居留地歴史まちづくり協議会）を中心に、施

設用途を見直し、各物件の活用を望む声が挙がっている。

【調査の概要】

〇現地見学会・説明会：令和4年9月21日（水）・22日（木）

参 加：17団体（うち県内 9団体、県外 8団体）

〇対 話：令和4年10月31日（月）から11月7日（月）

参 加：12団体（うち県内 8団体、県外 4団体）

提案数：25件

【調査の結果（抜粋）】

１）物件ごとの提案数

12件・・・・東山手甲十三番館、東山手洋風住宅群

10件・・・・旧長崎英国領事館

9件・・・・旧杠葉本館・旧杠葉氏宅

8件・・・・東山手十二番館、南山手乙27番館

6件・・・・旧香港上海銀行長崎支店、旧長崎税関下り松派出所、

南山手8番館、南山手乙9番館

２）提案における物件の選択傾向（単一物件・複数物件の別）

４）複数物件選択の傾向

３）単一物件を選択した提案における選択物件

2件・・・・東山手甲十三番館、東山手洋風住宅群、
1件・・・・旧長崎英国領事館、旧杠葉本館・旧杠葉氏
宅、

旧香港上海銀行長崎支店、南山手乙27番館
0件・・・・東山手十二番館、旧長崎税関下り松派出所、

南山手8番館、南山手乙9番館

東山手・南山手重点地区歴史まちづくり計画

（長崎居留地歴まちグランドデザイン）の策定
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単一物件を選択した提案における各物件の用途の傾向
A：飲食 B：宿泊
C：物販 D：オフィス
E：交流・体験・その他

全25件中

・複数物件での活用の提案は17件

・単一物件での活用の提案は8件

10件・・・・全物件
5件・・・・ 東山手
1件・・・・ 東山手+南山手
1件・・・・ 南山手
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東山手洋風住宅群

5

旧長崎税関下り松派出所
【現状】べっ甲工芸館
【案】民間活用

旧香港上海銀行長崎支店
【現状】展示（孫文・梅屋庄吉、建造
物・居留地ほか）、ホール

【案】現状を継続
※ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ機能の強化を検討

南山手乙9番館
【現状】展示（須加五々道）
【案】未定（民間活用または公の施設）
※民間活用が望ましい

【案】交流・消費施設（イノベーション拠点、クリエイ
ターズビレッジ、カフェなど）

A棟： 閉館 ⇒新機能
B棟： 東山手地区町並み保存センター

⇒移転（エリア内）、新機能
C棟： 行政財産使用許可（東山手「地球館」） ⇒新機能
D棟： 展示（埋蔵資料） ⇒廃止、新機能
E～G棟： 展示（古写真） ⇒廃止、新機

※本格始動の前に試験活用でイノベーション拠点としての
方向性などを検討

Ａ棟 Ｂ棟

Ｄ棟

Ｃ棟

Ｅ棟 Ｆ棟 Ｇ棟

凡例

・・・直営施設

・・・行政と民間の協力運営

（指定管理、部分貸付などを想定）

・・・民間活用

旧長崎英国領事館
【現状】閉館（工事中）
【案】展示（領事館・居留地、野口彌太郎）、
ｶﾞｲﾀﾞﾝｽ（ｹﾞｰﾄｳｪｲ施設）、地域活性化・交流
拠点機能の集積（物販、飲食などの機能の付加）

東山手甲十三番館
【現状】喫茶、ｶﾞｲﾀﾞﾝｽ（社会実験）
【案】民間活用（飲食）
※学生や住民の交流の場

東山手十二番館
【現状】展示（ﾐｯｼｮﾝ･ｽｸｰﾙ）
【案】展示（ﾐｯｼｮﾝ･ｽｸｰﾙ）を継続
＋東山手地区町並み保存ｾﾝﾀｰ
→町並み保存ｾﾝﾀｰの移転・統合、
展示+αの活用

南山手8番館
【現状】南山手地区町並み保存ｾﾝﾀｰ
（展示、貸室、ｶﾞｲﾀﾞﾝｽ）

【案】現状を継続
＋新たな活用（民間活用）

南山手乙27番館
【現状】休憩施設、展示
【案】民間活用（飲食、宿泊など）
※ユニークベニュー対応を検討

旧杠葉本館・旧杠葉氏宅
【現状】閉館
【案】民間活用（飲食、宿泊など）

５ 洋館活用方針案
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６ 令和６年度事業「スモールコンセッション等による洋館活用に関する事業手法等調査業務委託」について

（１）事業内容

市所有の洋館等について、官民連携による魅力的な活用を行うために適切な事業手法等について、国土交通省「先導的官民
連携支援事業」による補助金を活用し、導入可能性調査を行った。

【調査内容】
・洋館等の整備・利活用にあたっての条件および課題等の整理
・民間事業者等へ参入にあたっての条件や参入可能性（事業手法、施設の活用方策、事業期間、収支に係る想定等）について
聴取の実施
・事業収支等に係る検討
・事業手法に係る検討及び事業スキーム案の策定
・事業スケジュール案の検討 ほか

（２）スケジュール

内容 参加事業者数 うち県内事業者数

現地見学会 6者 1者

サウンディング調査（官民対話） 7者 1者

内容 時期

実施要領の公表 令和6年12月3日（火）

説明会（オンライン形式）の実施 令和6年12月10日（火）

現地見学会の開催 令和6年12月13日（金）

サウンディング調査（官民対話）の実施（⾧崎会場） 令和7年1月16日（木）～令和7年1月17日（金）

サウンディング調査（官民対話）の実施（東京会場） 令和7年1月21日（火）～令和7年1月22日（水）

実施結果概要の公表 令和7年4月以降予定

（３）参加状況
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年度 Ｒ６ Ｒ７ Ｒ８ Ｒ９

月 4 8 12 4 8 12 4 8 12 4 8 12

導入可能性調査

事業者公募等

既存施設の廃止等

旧⾧崎英国領事館

７ スケジュール（案）

※ 文化芸術振興費補助金「文化施設サービス刷新・活動活性化等運営改善推進支援事業」 補助率10/10 上限18,000千円 （文化庁）

●「文化施設サービス刷新・活動活性化等運営改善推進支援事業」は、文化施設についてコンセッション導入促進を目的にして、地方公
共団体等に対して調査・検討等の委託費を助成するもの

事 業 費
財 源 内 訳

国庫支出金※ 県支出金 地方債 その他 一般財源

千円
２０，０００

千円
１８，０００

千円
－

千円
－

千円
－

千円
２，０００

業務委託

サウンディンクﾞ調査結果を踏まえた公募条件の
整理：サウンディンクﾞ調査終了後～R7年7月末

契約議案
R9年6月予定

８ 財源内訳

期間：R5年5月～R7年2月末 洋館活用方針（手法）決定
R7年8月予定

事業者の公募
R8年6月予定

施設廃止の条例改正
R7年11月議会 施設廃止

R8年3月末
改修等準備

順次
事業実施予定

2期工事・展示工事

完成
R7年10月末

事業実施
予定

直営による運営
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１ 概 要

長崎学研究所開所10周年を契機として、市民や内外の研究者とともに、これまでの長崎学研究の歩みと長崎学研究
所の取組みを振り返り、これからの長崎学を展望することにより、市民や来街者が、長崎学への理解・関心をより深め
ることを目的として、次の記念事業を実施するもの。

予 算 説明 書
事 業 名 予算額

ページ 款 項 目 番号

294～295 10
教育費

６
社会教育費

３
文化財保護費 １-13 長崎学研究所開所１０周年

記念事業費

千円
４，３３６

２ 事業内容

項 目 予算額【千円】

（1）長崎学研究所開所10周年「記念シンポジウム」の開催 800

（2）長崎学研究所開所10周年「記念企画展」の開催 3,179

（3）長崎学研究所開所10周年「記念誌」の刊行※ ※ 1,305

（4）知られざる長崎の偉人発信プログラムの実施 357

※記念誌については、毎年度刊行している紀要「長崎学」の第10号を記念特別号として刊行（長崎学調査研究費より支出）

（1）長崎学研究所開所10周年「記念シンポジウム」 800千円
内外の研究者や市民とともに長崎の歴史資料の持つ力について考える。
ア テーマ 「長崎の魅力を語る歴史資料の力―長崎学のこれまでと今後の展望―」(仮称）
イ 構 成 ①記念講演「歴史のなかの長崎の魅力」(仮称）

②長崎学研究所の調査・研究の取組みについて（報告）
③パネルディスカッション「長崎学のこれまでと今後の展望」(仮称）

ウ 日 時 令和7年10月19日（日）（予定）
エ 会 場 長崎歴史文化博物館1階ホール
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（2）長崎学研究所開所10周年「記念企画展」 3,179千円
長崎学の過去から現在までの歩みを、パネル展示や資料展示により振り返る企画展を実施する。
ア テーマ 「長崎学のあゆみ」(仮称）
イ 展示構成（案） 第１章 近世期の繁栄と記録

第２章 長崎学の研究者とその成果
第３章 長崎学の中心地としての施設
第４章 長崎学に関する近年の動き

ウ 期 間 令和7年12月18日（木）～令和8年2月15日（日）（予定）
エ 会 場 長崎歴史文化博物館1階エントランス及び2階常設展示室内特集展示室

※市庁舎内でも概要展示を行って会場へ誘導

（3）長崎学研究所開所10周年「記念誌」 1,305千円（※長崎学調査研究費から支出）
長崎学研究所研究紀要「長崎学」第10号を研究所開所10周年記念特別号として刊行する。
ア 誌面構成（案） 特集1 10周年に寄せて（寄稿）

特集2 シンポジウム・企画展開催記録
特集3 研究所10年間の取組み
特集4 資料紹介（10年間で取得した資料一覧、一部解説あり）
令和7年発刊の長崎学関連書籍一覧
令和7年度長崎学研究所活動報告
おわりに

イ 刊 行 令和8年3月末（予定）

（4）知られざる長崎の偉人発信プログラム 357千円
令和7年度が1675年の長崎の船頭「嶋谷市左衛門」による小笠原諸島巡検から350周年にも当たる
ことから、講演会やパネル展を通じてその功績を市民の誇りとして広く発信する。
ア 嶋谷市左衛門小笠原諸島巡検350周年記念講演会
テーマ 「嶋谷市左衛門の小笠原諸島巡検」（仮称）
講 師 長崎県立大学教授 松尾晋一 氏（案）
日 時 令和7年7月中旬（予定）
会 場 長崎歴史文化博物館1階ホール

２ 事業内容（つづき）
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イ パネル展
テーマ 「小笠原諸島の探検家嶋谷市左衛門とその時代」（仮称）
概 要 郷土先賢紀功碑（長崎公園内）に探検分野で唯一その名を刻む嶋谷市左衛門の

小笠原諸島巡検と、その背景となった嶋谷が生きた時代の長崎について展示解説
を行う。

期 間 令和7年7月1日（火）～7月31日（木）（予定）
会 場 長崎歴史文化博物館1階エントランス

４ 財源内訳

事 業 費
財 源 内 訳

国庫支出金※ 県支出金 地方債 その他 一般財源

千円

４，３３６

千円

１，１８１

千円

－

千円

－

千円

－

千円

３，１５５

※ 新しい地方経済・生活環境創生交付金（第２世代交付金） 補助率：対象経費の１/２

３ スケジュール（予定）

２ 事業内容（つづき）
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予 算説明書
事 業 名 予算額

ページ 款 項 目 番号

294～295 １０
教育費

６
社会教育費

３
文化財保護費 3-1 【補助】文化財保存整備事業費

国指定重要文化財旧長崎英国領事館

千円
３５０，５００

明治41年の建設以来、大規模な修理等がなされておらず、地盤沈下や建物の傾斜、外壁の劣化等が進行している
旧長崎英国領事館について、 平成27年度から令和７年度までの期間、全体にわたる本格的な保存修理及び耐震補
強工事を行うもの。

（１）建物概要 本 館 煉瓦造２階建 桟瓦一部銅板葺 建築面積464.70㎡

附 属 屋 煉瓦造平屋建 桟瓦一部鉄板葺 建築面積109.40㎡

職 員 住 宅 煉瓦造・木造２階建て 桟瓦一部鉄板葺 建築面積219.70㎡

（２）実施内容 保存修理工事・耐震補強工事

ア 保存修理工事

（ｱ）本 館：完成（令和６年度３月完了予定）

（ｲ）附 属 屋：完成（令和６年度３月完了予定）

（ｳ）職員住宅：木造棟造作材、畳張りほか

（ｴ）外 構：石塀・煉瓦塀復旧工事、園路舗装工事、植栽工事ほか

イ 耐震補強工事

（ｱ）本 館：完成（令和６年度３月完了予定）

（ｲ）附 属 屋：完成（令和６年度３月完了予定）

（ｳ）職員住宅：構造用合板補強ほか

（ｴ）外 構：煉瓦塀補強、石塀鉄骨補強

1 概要

２ 事業内容
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（３）実施期間 平成27年度 ～ 令和７年度

（４）事業費 令和７年度 350,500千円

（５）参考 継続費年割額

２ 事業内容（つづき）

年 度 年 割 額
内 訳

工 事 費
設計
監理費

そ の 他

一期工事

平成27年度 150,000,000 100,094,400 49,712,400 193,200

平成28年度 500,000,000 405,864,000 93,826,080 309,920

平成29年度 400,000,000 316,483,200 83,207,520 309,280

平成30年度 450,000,000 357,539,400 92,345,400 115,200

二期工事

令和元年度 400,000,000 324,021,600 75,859,200 119,200

令和2年度 400,000,000 324,021,600 75,859,200 119,200

令和3年度 400,000,000 324,021,600 75,859,200 119,200

令和4年度 300,000,000 242,060,400 57,828,600 111,000

令和5年度 300,000,000 242,060,400 57,828,600 111,000

令和6年度 362,000,000 292,828,260 69,060,740 111,000

令和7年度 350,500,000 274,449,420 75,940,460 110,120

総 額 4,012,500,000 3,203,444,280 807,327,400 1,728,320

（単位：円）
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※１ 国宝重要文化財等保存整備費補助金 補助率：50％（補助対象経費 350,500千円）

※２ 指定文化財保存整備事業補助金 補助率：国庫支出金を除く市の真水負担の２/５ （下記＊参照）

※３ 合併特例事業債 充当率：95％（交付税措置率 70％）

＊指定文化財保存整備事業補助金の詳細

〈年度事業費が1億円以上の場合〉

３ 財源内訳

区分 事 業 費
財 源 内 訳

国庫支出金※１ 県支出金 ※２ 地 方 債※３ 一般財源

保存修理
千円

350,500

千円

175,250

千円

8,850

千円

166,400

千円

-

年度事業費①

国庫支出金②
1/2（50％）

市負担

地方債③
①－②×95％（47.5％） 一般財源

5％（2.5％）

交付税措置
③×70％（33.25％）

真水負担④
③×30％（14.25％）

市負担
3/5（8.55％）

県支出金
2/5（5.7％）

市負担
3/5

（1.5％）

県支出金
2/5
（1％）
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年度 H27 H28 H29 H30 R元 R2 R3 R4 R5 R6 R7

保
存
修
理
工
事

１
期
工
事

２
期
工
事

１期工事①（H27.9.24～H30.12.28）

設計監理委託（H31.3.25～R7.9.30）

１期工事②（H30.12.19～H31.3.20）

設計監理委託（H27.12.22～H31.3.20）

２期工事（H31.3.15～R7.6.30）

【凡例】 ・・・施工中、未施工
・・・既施工

５ スケジュール

（1）必要性

旧長崎英国領事館においては、創建以来、本格的な保存修理が行われておらず、劣化した本館、附属屋、職員
住宅などの建造物及び石塀等の工作物を含む全体の保存修理、耐震補強工事等を行い、その保存と活用を図る必
要がある。

（2）効果

長崎港に面する重要伝統的建造物群保存地区内にある重要文化財で、景観の主軸となる建造物等の適切な維
持管理が図られ、国民の財産として後世に継承することができる。

４ 事業実施の必要性とその効果

-117-



番号 建物名称 階数 構造 建築面積 延べ面積

① 本館 2 煉瓦造 465.20㎡ 868.00㎡

② 附属屋 1 煉瓦造 111.10㎡ 111.10㎡

③ 職員住宅 2 煉瓦造
木造 218.80㎡ 437.60㎡

④ 旧門番所 1 木造 5.70㎡ 5.70㎡

⑤ 職員住宅便所 1 煉瓦造 8.70㎡ 8.70㎡

⑥
屋外便所・
ポンプ室

（新築予定）
1 鉄骨造 25.68㎡ 25.68㎡

⑦ EV
（増築予定） 2 鉄骨造 8.74㎡ 17.48㎡

⑧ 通路屋根
（増築予定） 1 鉄骨造 6.65㎡ 0.00㎡

６ 配置図・平面図

③

④

⑤

⑦

⑥

※ ・・・次ページ以降の撮影方向

①

②

⑧

⑩

⑨
⑪
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全景写真（国道499号線側）① 全景写真（オランダ通り側）②

敷地西側③ 敷地南側④

７ 現在の状況

-119-



職員住宅木造棟⑤ 職員住宅煉瓦棟⑥

附属屋⑦ 本館1階ホール⑧

７ 現在の状況（つづき）
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本館2階寝室⑨ 本館2階書斎⑩

職員住宅煉瓦棟2階寝室⑪ 本館地下免震ピット

７ 現在の状況（つづき）
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明治41年 旧長崎英国領事館現在地に竣工

昭和17年頃 英国領事館閉鎖

昭和30年 長崎市買収

昭和32年 長崎市立児童科学館設置

平成元年３月31日 長崎県有形文化財指定

平成２年３月19日 国重要文化財に指定（県指定有形文化財解除）

平成元年度～平成２年度 職員住宅保存修理工事実施

平成３年度～平成４年度 美術館として活用するため保存整備工事実施

平成５年４月 長崎市野口彌太郎記念美術館として開館

平成19年３月 長崎市野口彌太郎記念美術館を移転し閉館

平成23～平成24年度 保存修理事業（建造物の破損調査及び構造補強方針策定）

平成26～平成30年度 保存修理第１期工事実施

平成31年３月 保存修理第２期工事に着手

令和元年９月 保存活用計画策定に着手

令和３年３月 保存活用計画策定

令和４年３月 防災・活用工事に伴う実施設計

令和６年３月 展示等整備に伴う基本設計

令和７年３月 展示等整備に伴う実施設計完了予定

８ 沿革
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予 算 説明書
事 業 名 予算額

ページ 款 項 目 番号

294～295 １０
教育費

６
社会教育費

３
文化財保護費 3-2 【補助】文化財保存整備事業費

国指定重要文化財旧オルト住宅

千円
１７１，８００

前回の保存修理工事から約40年が経過し、建物各所で経年劣化が進行している旧オルト住宅について、令和４年
度から令和８年度までの期間、全体にわたる本格的な保存修理及び耐震補強工事を行うもの。

（１）建物概要 主屋 木造及び石造平屋建 桟瓦葺 建築面積504.1㎡

付属屋 煉瓦造平屋建 桟瓦葺 建築面積108.1㎡

倉庫 煉瓦造平屋建 桟瓦葺 建築面積12.5㎡

（２）実施内容保存修理・耐震補強工事

ア 保存修理工事（主屋・付属屋・倉庫）

(ｱ) 主 屋：屋根葺替、石材補修、左官工事、建具補修ほか

(ｲ) 付属屋：屋根葺替、左官工事、建具補修ほか

(ｳ) 倉 庫：屋根葺替、建具補修ほか

イ 耐震補強工事（主屋・付属屋）

(ｱ) 主 屋：煙突差筋補強、煙突小屋裏補強、台輪補強、石壁補強ほか

(ｲ) 付属屋：煙突差筋補強、煙突小屋裏補強、煉瓦壁補強ほか

1 概要

２ 事業内容

-123-



（３）実施期間 令和４年度～ 令和８年度

（４）事 業 費 令和７年度 17１,800千円

工 事 費 166,538千円

委 託 費 3,418千円

そ の 他 44千円

委員会費等 1,800千円（委員旅費等）

（５）参考 継続費年割額

（単位：円）

２ 事業内容（つづき）

年 度 年 割 額
内訳

工事費 設計監理費 その他

令和４年度 10,700,000 6,402,000 4,169,000 129,000

令和５年度 205,600,000 185,559,000 19,800,000 241,000

令和６年度 136,000,000 129,052,000 6,779,300 168,700

令和７年度 170,000,000 166,537,800 3,417,700 44,500

令和８年度 184,400,000 175,540,200 8,814,300 45,500

計 706,700,000 663,091,000 42,980,300 628,700
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※１ 国宝重要文化財等保存整備費補助金 補助率：１/２（補助対象経費 171,800千円）

※２ 指定文化財保存整備事業補助金 補助率：国庫支出金を除く市の真水負担の２/５ （下記＊参照）

※３ 一般補助施設整備等補助事業債 充当率：90％（交付税措置率：30％）

＊指定文化財保存整備事業補助金の詳細

〈年度事業費が１億円以上の場合〉

３ 財源内訳

事 業 費
財 源 内 訳

国庫支出金※１ 県支出金 ※２ 地 方 債 ※３ 一般財源

千円

171,800

千円

85,900

千円

8,600

千円

77,300

千円

－

年度事業費①

国庫支出金②
1/2（50％）

市負担

地方債③
①－②×90％（45％） 一般財源

（5％）

交付税措置
③×30％（13.5％）

真水負担④
③×70％（31.5％）

市負担
3/5（18.9％）

県支出金
2/5（12.6％）

市負担
（3％）

県支出金
2/5（2％）
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＜旧オルト住宅保存修理事業＞

５ スケジュール

（1）必要性

以前の保存修理（昭和54年終了）から約40年が経過し、建物の劣化が進んでいる状況の中、平成26年度には保存活用計画を策定
しており、旧オルト住宅の適切な保存管理と公開活用を図るため、同計画に基づく本格的な保存修理及び耐震補強工事を行う必要が
ある。特に、多くの観光客等が来訪する施設であり、安全性確保のうえで早急な事業実施が求められる。

（2）効果

文化財建造物の適切な維持管理が図られ、国民の財産として後世に継承することができる。

４ 事業実施の必要性とその効果

年度 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R元 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8

事業
内容

保存活用計画策定
(H25.7.30～H27.3.31)

耐震診断
(R元.12.3～R3.3.22)

設計・工事監理業務
(R4.5.11～R9.3)

保存修理・耐震補強工事
(R4.12.9～R9.1.28)

【凡例】 ・・・ 施工中
・・・ 既施工
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６ 配置図・平面図

①

⑥

②

⑤

⑧

⑦

③

④

※ ・・・次ページ以降の撮影方向

⑨

⑩

⑫

⑪
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７ 建物外観（着工前）

主屋（西側）① 主屋（南側）②

付属屋③ 倉庫④

-128-



８ 現在の状況

正面（敷地外）⑤ 主屋（客室）⑥

寝室（西側）⑦ 附属屋⑧
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８ 現在の状況（つづき）

附属屋（台所）⑨ 倉庫⑩

主屋（屋根）⑪ 附属屋（屋根）⑫
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９ 沿革

文久3年
（1863） オルト商会社員シムソンとベッドウェルが南山手14番地を借地

慶応元年～明治元年
（1865～1868） オルト一家が居住

明治36年～昭和16年 リンガーが購入し、⾧男フレデリック・E・Eリンガー一家が居住

昭和45年 ⾧崎市が取得

昭和47年 重要文化財の指定を受ける

昭和49年 グラバー園オープン

昭和52年～54年 保存修理事業（半解体工事）

平成25年～26年 保存活用計画策定

令和元年～令和2年 耐震診断実施
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予算 説明書
事 業 名 予算額

ページ 款 項 目 番号

294～295 １０
教育費

６
社会教育費

３
文化財保護費 3–3 【補助】文化財保存整備事業費

伝統的建造物（旧杠葉本館ほか）

千円
１５，５００

南山手伝統的建造物群保存地区内の伝統的建造物旧杠葉本館（洋風住宅）および

旧杠葉氏宅（和風住宅）について、保存活用計画及び平成28年度耐震診断・補強設計

業務に基づき、保存修理及び耐震補強工事を行う。

１ 事業目的

ア 対 象 ：伝統的建造物 旧杠葉本館（洋風住宅）
建築年：明治中期、構 造：木造2階建、延べ面積：255.25㎡

イ 場 所 ：長崎市南山手町10番21号ほか

ウ 内 容 ：伝統的建造物・旧杠葉本館において保存修理及び耐震補強工事を
行うにあたり解体格納を実施する。併せて、アスベスト調査を実施する。

エ 事 業 費 ：〔旧杠葉本館解体格納 75,500千円〕
令和7年度 15,500千円
令和8年度 60,000千円

オ 必 要性 ：平成28年度に実施した耐震診断・耐震補強設計業務の中で建物の詳細
調査を行った。その結果、建物の腐食等の進行が著しく、建物周辺の地
盤沈下などの状態が判明している。そのため、根本的な保存修理、構造
上補強が必要な箇所への補強など、建物の保存及び安全対策のため
に最低限の工事が必要である。

２ 事業内容

※太線は伝統的建造物群保存地区の範囲を示す

３ 対象洋館位置図

-132-



年度 Ｒ７ Ｒ８ Ｒ９ Ｒ１０ Ｒ１１ Ｒ１２ Ｒ１３ Ｒ１４

月 4 8 12 4 8 12 4 8 12 4 8 12 4 8 12 4 8 12 4 8 12 4 8 12

旧杠葉本館
（洋風住宅）

旧杠葉氏宅
（和風住宅）

敷地整備

活用手法等
※洋館活用方針に
基づいて実施

４ スケジュール（案）

※1 国宝重要文化財等保存・活用事業費補助金 補助率1/2 （文化庁）

※2 指定文化財保存整備事業補助金 補助率1/5（県）

※3 一般補助施設整備等事業債 充当率90％（交付税措置率30％）

事 業 費
財 源 内 訳

国庫支出金※1 県支出金※2 地方債※3 その他 一般財源

千円
１５，５００

千円
７，７５０

千円
３，１００

千円
４，１００

千円
－

千円
５５０

５ 財源内訳

手続き

洋館活用方針（手法）決定
R7年8月予定

活用者募集・決定・活用準備

（凡例） 該当年度
予定事業

整備工事

保存修理・耐震補強

②

④

解体調査に基づき修正設計

解体保管

①

保存修理・耐震補強

③
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６ 全体事業（予定）

①

令和7-8年度：解体格納

令和8-9年度：解体調査をもとに修正設計

↓解体部材の保管

④

令和12-14年度：敷地整備

②

令和9-11年度：地盤改良のうえ

保存修理・耐震補強

③

令和11-12年度：保存修理・耐震補強

旧杠葉氏宅
（和風住宅）

旧杠葉本館
（洋風住宅）

立面図

旧杠葉氏宅
（和風住宅）

旧杠葉本館
（洋風住宅）

旧杠葉氏宅
（和風住宅）

旧杠葉本館
（洋風住宅） 旧杠葉氏宅

（和風住宅）
旧杠葉本館
（洋風住宅）
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１

２

３ ４

５

６
７

【参考】 現況写真

+8,900

+3,100

±0

+700

〇

+○○○

・・・写真撮影番号を示す。

・・・敷地高低差を示す。

凡例
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１

２

３

４

５

６

７

【参考】 現況写真（つづき）
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南山手伝統的建造物群保存地区内の伝統的建造物旧杠葉本館（洋風住宅）および旧杠葉氏宅（和風住宅）について、保存活用計
画及び平成28年度耐震診断・補強設計業務に基づき、保存修理及び耐震補強工事を行うもの。

【補助】文化財保存整備事業費 伝統的建造物（旧杠葉本館ほか）のうち、令和8年度にかけて行う杠葉本館（洋風住宅）め、解体格
納にかかる事業費（60,000千円）について、債務負担行為の設定を行うもの。

債 務 負 担 行為
期 間

限度額
（設定額）ページ 事 項

342～343 旧杠葉本館解体格納工事 令和８年度
千円

６０，０００

1 概要

２ 債務負担行為限度額の内訳

令和７年度 令和８年度 合計

１５，５００千円 ６０，０００千円 ７５，５００千円

年度 事 業 費

財 源 内 訳

国庫支出金※１ 県支出金※２ 地方債※３ その他 一般財源

令和８年度
千円

６０，０００
千円

３０，０００
千円

１２，０００
千円

１６，２００
千円
－

千円
１，８００

３ 財源内訳

※1 国宝重要文化財等保存・活用事業費補助金 補助率1/2 （文化庁）

※2 指定文化財保存整備事業補助金 補助率1/5（県）

※3 一般補助施設整備等事業債 90％（交付税措置率30％）
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予算 説 明書
事 業 名 予算額

ページ 款 項 目 番号

294～297 10
教育費

６
社会教育費

３
文化財保護費 4-1 【補助】文化財活用・防災整備事業費

国指定重要文化財旧長崎英国領事館

千円
２８２，０００

明治41年の建設以来、大規模な修理等がなされておらず、地盤沈下や建物の傾斜、外壁の劣化等が進行していた
ため、全体にわたる本格的な保存修理及び耐震補強工事の実施に伴い、公開活用に必要な展示整備やエレベー
ター、屋外便所の設置及び防災施設等の整備を行うもの。

（１）建物概要 本 館 煉瓦造２階建 桟瓦一部銅板葺 建築面積464.70㎡

附 属 屋 煉瓦造平屋建 桟瓦一部鉄板葺 建築面積109.40㎡

職 員 住 宅 煉瓦造・木造２階建て 桟瓦一部鉄板葺 建築面積219.70㎡

（２）実施内容

活用施設整備

事業 期 間 ： 令和３年度～令和７年度

業務内容： 本館の展示及び外構の整備を行うもの。

令和７年度委託料 ： 282,000千円

1 概要

２ 事業内容
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※１ 観光拠点整備事業（高付加価値化された文化財への改修・整備促進事業）

補助率：55％（上限 5,000万円）

※２ 一般補助施設整備等事業債 充当率：90％（交付税措置率：30％）

３ 財源内訳

区分 事 業 費
財 源 内 訳

国庫支出金※１ 県支出金 地方債※２ 一般財源

活用施設整備
千円

282,000

千円

50,000

千円

-

千円

208,800

千円

23,200

（1）必要性

旧長崎英国領事館においては、劣化した本館、附属屋、職員住宅などの建造物及び石塀等の工作物を含む全
体の保存修理、耐震補強工事等を行い、公開活用に必要な展示整備や防災設備等の整備を行う必要がある。

（2）効果

長崎港に面する重要伝統的建造物群保存地区内にある重要文化財で、景観の主軸となる建造物等の適切な維
持管理が図られ、国民の財産として後世に継承することができる。

４ 事業実施の必要性とその効果
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年度 H27 H28 H29 H30 R元 R2 R3 R4 R5 R6 R7

そ
の
他

防
災

活
用

保
存
修
理
工
事

１
期
工
事

２
期
工
事

１期工事①（H27.9.24～H30.12.28）

設計監理委託（H31.3.25～R7.9.30）

１期工事②（H30.12.19～H31.3.20）

設計監理委託（H27.12.22～H31.3.20）

２期工事（H31.3.15～R7.6.30）

保存活用計画策定（R元.9.24～R3.3.30）

防災・活用設計

EV・通路屋根基礎工事

境界確定登記測量委託

【凡例】 ・・・施工中、未施工
・・・既施工

５ スケジュール

防災・活用工事

展示等整備展示基本設計

（R5.10.6～R7.10.24）
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（１）本館１階展示計画

６ 展示計画
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（２）本館２階展示計画

６ 展示計画（つづき）
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（３）外構計画

６ 展示計画（つづき）
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番号 建物名称 階数 構造 建築面積 延べ面積

① 本館 2 煉瓦造 465.20㎡ 868.00㎡

② 附属屋 1 煉瓦造 111.10㎡ 111.10㎡

③ 職員住宅 2 煉瓦造
木造 218.80㎡ 437.60㎡

④ 旧門番所 1 木造 5.70㎡ 5.70㎡

⑤ 職員住宅便所 1 煉瓦造 8.70㎡ 8.70㎡

⑥
屋外便所・
ポンプ室

（新築予定）
1 鉄骨造 25.68㎡ 25.68㎡

⑦ EV
（増築予定） 2 鉄骨造 8.74㎡ 17.48㎡

⑧ 通路屋根
（増築予定） 1 鉄骨造 6.65㎡ 0.00㎡

７ 参考図面
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予 算 説明書
事 業 名 予算額

ページ 款 項 目 番号

294～297 １０
教育費

６
社会教育費

３
文化財保護費 7-1 【単独】文化財保存整備事業費補助金

各種文化財

千円
５４，３２８

国指定文化財、長崎県指定文化財、または長崎市指定文化財の民間所有者が実施する保存整備事業（修理）に
対し、事業費の一部を補助するもの。

国指定文化財等の保存整備事業（修理）に対する補助（１５件）

（１）国指定重要文化財 聖福寺４棟（大雄宝殿・天王殿・鐘楼・山門）

ア 事業期間（予定） 令和２～１１年度

イ 令和７年度整備内容 大雄宝殿：組立工事 天王殿：解体、格納工事 鐘楼：解体、格納工事

ウ 事業費 255,000千円 市補助額 9,562千円

（２）国指定重要文化財 旧羅典神学校

ア 事業期間（予定） 令和７年度

イ 令和７年度整備内容 外部鎧戸等木部塗装

ウ 事業費 20,496千円 市補助額 2,562千円

（３）国指定重要文化財 興福寺本堂

ア 事業期間（予定） 令和７年度

イ 令和７年度整備内容 破損部補修（肘木）

ウ 事業費 1,736千円 市補助額 217千円

1 概要

２ 事業内容
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（４）国指定重要文化財 出津教会堂

ア 事業期間（予定） 令和７年度

イ 令和７年度整備内容 外内部漆喰等修理

ウ 事業費 2,000千円 市補助額 250千円

（５）国指定史跡 小菅修船場跡

ア 事業期間（予定） 令和４～７年度

イ 令和７年度整備内容 整備報告書作成等

ウ 事業費 22,200千円 市補助額 2,775千円

（６）県指定有形文化財 晧台寺仁王門

ア 事業期間（予定） 令和４～８年度

イ 令和７年度整備内容 保存修理工事（解体・格納・木材加工ほか）

ウ 事業費 107,000千円 市補助額 26,750千円

（７）県指定有形文化財 職人尽

ア 事業期間（予定） 令和７年度

イ 令和７年度整備内容 鏡板の修理等

ウ 事業費 14,668千円 市補助額 3,667千円

２ 事業内容(つづき）
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（８）県指定史跡 花月

ア 事業期間（予定） 令和７年度

イ 令和７年度整備内容 雨樋取替、床改修

ウ 事業費 9,282千円 市補助額 2,320千円

（９）県指定天然記念物 茂木植物化石層

ア 事業期間（予定） 令和７年度

イ 令和７年度整備内容 土砂・岩石の撤去・搬出

ウ 事業費 988千円 市補助額 247千円

（10）市指定有形文化財 諏訪町傘鉾垂及び下絵

ア 事業期間（予定） 令和７年度

イ 令和７年度整備内容 垂劣化箇所の修復

ウ 事業費 1,000千円 市補助額 500千円

（11）市指定有形文化財 発心寺の梵鐘

ア 事業期間（予定） 令和７年度

イ 令和７年度整備内容 梵鐘覆屋補修

ウ 事業費 2,200千円 市補助額 1,100千円

２ 事業内容(つづき）
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（12）市指定史跡 上野（彦馬）家墓地

ア 事業期間（予定） 令和７年度

イ 令和７年度整備内容 土間等補修

ウ 事業費 997千円 市補助額 498千円

（13）市指定史跡 高木家墓地

ア 事業期間（予定） 令和７年度～

イ 令和７年度整備内容 史跡整備

ウ 事業費 5,740千円 市補助額 2,870千円

（14）市指定天然記念物 松森神社のクスノキ群

ア 事業期間（予定） 令和３～８年度

イ 令和７年度整備内容 クスノキ（２本）の剪定

ウ 事業費 1,430千円 市補助額 715千円

（15）市指定天然記念物 滑石大神宮社叢

ア 事業期間（予定） 令和７年度

イ 令和７年度整備内容 ケブカトラカミキリ防除対策

ウ 事業費 591千円 市補助額 295千円

２ 事業内容(つづき）
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※１ 国宝重要文化財等保存・活用事業費補助金 補助率 １/２ ＊事業者の事業規模指数に応じ補助率の加算（加算率３５％）

※２ 指定文化財保存整備事業補助金 補助率 １/２（国庫補助対象事業は対象事業費から国庫補助額を減じた額の１/３以内）

※３ 市指定文化財等保存整備事業補助金 補助率１/２以内（国庫補助対象事業は対象事業費から国庫補助額を減じた額の１/４以内）

３ 財源内訳

補助対象
①

総事業費
②（※１）
国庫支出金

③（※２）
県支出金

④（※３）
市予算額

事業者（主）
負担額

①－②－③－④一般財源

（１） 聖福寺４棟 255,000
216,750

*（17/20）

12,750

（１/20）

9,562

（３/80）
9,562 15,938

（２） 旧羅典神学校 20,496
10,248

（１/２）

3,416

（１/６）

2,562

（１/８）
2,562 4,270

（３） 興福寺本堂 1,736
868

（１/２）

289

（１/６）

217

（１/８）
217 362

（４） 出津教会堂 2,000
1,000

（１/２）

333

（１/６）

250

（１/８）
250 417

（５） 小菅修船場跡 22,200
11,100

（１/２）

3,700

（１/６）

2,775

（１/８）
2,775 4,625

（６） 晧台寺仁王門 107,000 －
53,500

(１/２)

26,750

（１/４）
26,750 26,750

（７） 職人尽 14,668 －
7,334

（１/２）

3,667

（１/４）
3,667 3,667

（８） 花月 9,282 －
4,641

（１/２）

2,320

（１/４）
2,320 2,321

（９） 茂木植物化石層 988 －
494

（１/２）

247

（１/４）
247 247

（10） 諏訪町傘鉾垂及び下絵 1,000 － －
500

（１/２）
500 500

（11） 発心寺の梵鐘 2,200 ― ―
1,100

（１/２）
1,100 1,100

（12） 上野（彦馬）家墓地 997 － －
498

（１/２）
498 499

（13） 高木家墓地 5,740 ― ―
2,870

（１/２）
2,870 2,870

（14） 松森神社のクスノキ群 1,430 － －
715

（１/２）
715 715

（15） 滑石大神宮社叢 591 ― ―
295

（１/２）
295 296

合計 445,328 239,966 86,457 54,328 54,328 64,577

単位：千円
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（1）必要性

民間所有の指定文化財を後世に継承するため、適切な保存修理、整備を行う必要がある。

（2）効果

長崎市の貴重な文化遺産の保存・活用が適切に行われる。

４ 事業実施の必要性とその効果

（１）国指定重要文化財 聖福寺４棟（建造物の劣化に伴う保存修理）

５ 現況等

大雄宝殿（正面全景） 天王殿（背面全景）

鐘楼（北側面全景） 山門（正面全景）
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（１）国指定重要文化財 聖福寺４棟（現在の状況）

天王殿（背面全景）大雄宝殿（半解体完了）

鐘楼（素屋根完了） 山門（中央間）

５ 現況等（つづき）
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（２）国指定重要文化財 旧羅典神学校

（３）国指定重要文化財 興福寺本堂（大雄宝殿）

本堂（大雄宝殿） 破損状況（本堂内部の肘木落下）

現況写真（外部鎧戸等木部塗装） 現況写真

５ 現況等（つづき）

-152-



（４）国指定重要文化財 出津教会堂

（５）国指定史跡 小菅修船場跡

正面 内壁（左）・外壁（右）劣化状況

史跡内曳き揚げ機小屋（正面） 小屋内の耐震補強工事完了状況（内部）

５ 現況等（つづき）
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（６）県指定有形文化財 晧台寺仁王門

（７）県指定有形文化財 職人尽

正面全景

傾斜有

解体状況（屋根）

現況写真 現況写真（鏡板塗装等の劣化）

鏡板

５ 現況等（つづき）
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（８）県指定史跡 花月

（９）県指定天然記念物 茂木植物化石層

補修箇所①（正門雨樋） 補修箇所②（２階廊下）

崩落状況（横から） 崩落した岩石の撤去、搬出

５ 現況等（つづき）
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（10）市指定有形文化財 諏訪町傘鉾垂及び下絵

（11）市指定有形文化財 発心寺の梵鐘

諏訪町傘鉾垂 刺繍綻び状況

梵鐘覆屋（正面） 梵鐘覆屋（木部破損等）

５ 現況等（つづき）

-156-



（12）市指定史跡 上野（彦馬）家墓地

（13）市指定史跡 高木家墓地

舗装改修箇所（墓地床面） 補修箇所（石垣補修）

現況写真（墓地裏から撮影） 崩落した擁壁（墓碑裏）

５ 現況等（つづき）
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（14）市指定天然記念物 松森神社のクスノキ群

（15）市指定天然記念物 滑石大神宮社叢

対象樹木 現況写真（左① 右②）

⑦

④

③

（令和８年度剪定予定）

①

②
⑤

⑥

松森神社

令和７年度剪定予定

社叢現況
防除対策予定のマキノキ

ケブカトラカミキリ

５ 現況等（つづき）
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１ 概 要

予 算 説明 書
事 業 名 予算額

ページ 款 項 目 番号

296～297 10
教育費

６
社会教育費

４
出島復元費 3-1 【補助】出島復元整備事業費

第Ⅳ期建造物復元整備

千円
２８，５００

時期 内容 詳細

平成12年３月
（2000年）

第Ⅰ期復元整備事業完成
（５棟復元）

一番船船頭部屋、一番蔵、二番蔵、ヘトル部屋、
料理部屋

平成18年３月
（2006年）

第Ⅱ期復元整備事業完成
（５棟復元）

三番蔵、拝礼筆者蘭人部屋、カピタン部屋、乙
名部屋、水門

平成28年10月
（2016年）

第Ⅲ期復元整備事業完成
（６棟復元）

十六番蔵、筆者蘭人部屋、十四番蔵、乙名詰所、
組頭部屋、銅蔵

国指定史跡出島和蘭商館跡（以下「出島」という。）は、昭和26年から史跡の公有化及び復元整備事業を進めており、復元整
備事業については、平成８年に策定した『史跡「出島和蘭商館跡」復元整備計画書』に基づいて、19世紀初頭の出島の街並みを
復元することを目的として復元整備事業を進めている。
第Ⅲ期復元整備事業までに完了した16棟の復元建造物の整備に引き続き第Ⅳ期復元整備事業を実施し、町人部屋１棟 を復

元して出島町人らの役割を紹介する展示パネル、情景再現を行うことで、復元空間に厚みをもたらすとともに、出島町人について
の理解を広く伝え、これまでに復元を行ってきたオランダ商館員の住居や蔵、日本人役人の詰所の役割や機能とあわせて、出島
をより分かりやすく復元整備することができる。

※これまでに実施した復元整備事業
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２ 事業内容

整備計画に基づき、復元建造物の復元及び外構整備（小庭、表示、高圧受電源装置（キュービクル）建替）を行う。当初、十五

番蔵、番所、町人部屋の３棟を復元整備することと計画していたが、これまでの発掘調査の結果、遺構等が検出されなかったこ
と及び長崎市出島史跡整備審議会における審議を経て、町人部屋１棟の復元を行い、十五番蔵、番所については、位置を示す
表示のみとした外構整備を行う。
第Ⅳ期復元整備事業は、令和５年度から着手しており、令和７年度は、建造物復元に係る実施設計、展示に係る基本設計及
び機運醸成のためのシンポジウム開催を行う。

(1) 整備内容
ア 町人部屋１棟復元

（規模） 間口５間×奥行３間
（規格） 木造２階建て

イ 外構整備
・小庭
・遺構の表面表示
・高圧受電源装置（キュービクル）の建替

(２) 事業費 28,500千円
ア 建造物復元実施設計費・展示基本設計費 28,345千円
イ シンポジウム開催費 155千円

(３) スケジュール

事業内容 Ｒ５ Ｒ６ Ｒ７ Ｒ８ Ｒ９

ア 町人部屋跡の再発掘調査

イ 建造物復元基本設計

ウ 建造物復元実施設計等

エ 建造物復元工事、展示業務等
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２ 事業内容（つづき）
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事 業 費

財 源 内 訳

国庫支出金※１ 県支出金※２ 地方債※３ その他※４ 一般財源

千円
２８，５００

千円
１４，２５０

千円
４２７

千円
１２，４００

千円
１，４２３

千円
-

３ 財源内訳

※１ 歴史活き活き！史跡等総合活用整備事業費国庫補助（上限：50％）
※２ 指定文化財保存整備事業費補助金（補助率：対象経費から国庫補助額を減じた額の2/5以内）
※３ 一般補助施設整備等事業債 充当率90％（交付税措置率30％）
※４ 指定管理施設特定収入
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